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社会的養護関係施設第三者評価受審証

社会的養護関係施設第三者評価を受審し、

その結果を公表していることを証します。

園学・Ｉ＝戸
メ

ノ三

受審年度

評価機関名

2020年度

特定非営利活動法人
ニッポン・アクティブライフ0クラブ
ナルク福祉調査センター

福祉サービス第二者評価事業全国推

社会福祉法人 全国社会福祉

貴施設は、本会が認証する評価機関による



ヽ
ヽ

第二者評価結果入カシー ト (児童養護施設)

ン

ニケ山τ
~~面

施設量氏名
82 :名更

~_量

大阪r所在地 (1

2]~所覆:地 (市町村塾下):_
072-447-0611T「 T

kuentt 1]~~~~R  L

【施設墜
1 9

人

48 名

の 1  名

有資格職舅
1  名上記有資格職員の人撃

.の 名称 (ウ ) 栄養
=

有資格職員
1  名の

エ有資格職員

上記有資格職員の人

有資格職員tの 名称 (オ )

の

臨床′い理士有資格職員tの名称 (力 )

の

の 目 (ア )居室数
受備等施設設備の概要 (イ ;

:グループケア 3棟小規申
地域′ヽ規穫児童施設 2棟施設設備の概要 (工 )

わたくしたちは、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して、総合的に提供されるよう
用者が個人の尊厳を保持しつつ心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じた自立した日常生活を、地域社
において営むことができるように支援することを目的としています。

健康で」をモットーに して、日常の生活の中で基本的生活習慣を養成 し、進学や就職を目指 して、学力や

とに努め、子どもたちも一人ひとりの個性を大切にしながら、子どもたちが互いに認め合い、ともに成長

に支援 していきます。
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教養を身につけるこ
し、自立できるよう

の 組

園主催の夕涼み会を開催 し地域住民を招待 し無料の出店や催 し物を用意 し、延べ1,000人

ている。学校行事、自治会行事に積極的に参加 し、PTAや民生委員の見学を受け入れ、学

達が遊びにくるなど、地域の交流が盛んに行われている。
・子どもが通 う幼稚園、小中学校と定期的に情報交換を行い、職員がPTA活動に参加するなどで連携を密にし、年1回はそれぞ

れの学校と合同研修を持ち、発達障害や対応の難 しい子どもの支援の方法について情報共有をしている。__ .__..
・職員は積極的に外部研修を受講 し専門委員会を立ち上げ、月1回の内部研修を実施 し、近年増加 している発達に障害を持つ

た子ども、対応が難 しい子 どもに適切なケアを提供するための支援力の向上に努めている。
・法人内に小児科、リハビリ科の診療所、児童発達支援センターが隣接 してあり、必要な心身の治療が身近で受けられる。
・施設の小規模化を先行 して推進 し家庭的な環境のもとで子どもの支援が行われている。

の 年夏にの でみ、子 て いて て発展 しての いニ ュー ン

もの参加がある一大イベン トとなつ
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「 度平の

域の発展に貢献 している。・
本年1月 「小規模化かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換」に向けた計画を作成 し、地域の社会的養育を支え

る車門的な拠点として発展 しようとしている。‐
現時点では、本国の大舎フロアの他に小規模グループケア 3ヶ所.分園型グループケア2ヶ 所、地域小規模児童養護施設2か

所を運営 している。

く評価の特に高い点>
・創設者の熱い思いは40年間引き継がれ、職員は愛情深 く、子ども達の養育・支援に当たっている。

・施設の業務を細分化 して33の委員会を設置 し、職員はいずれかの委員会に参加 して、全職員の協力のもとに施設を運営 して

いく体制が作られている。
・子どものやる気を引き出し主体性を配慮 した支援

些細なことでもよいことを「ほめる」支援を基本にしている。その結果、子どもはやる気を出し、職員との信頼関係が高まる

ことにより職員にとつて働きやすい環境になり離職も減るというよい循環ができている。

・支援の継続 とアフターケアヘの取 り組み

・全員が高校へ進学 しているがさらに上の学校に進学する子どもに、法改正された特別措置を活用 し22歳まで支援を継続 して

はュ覆驚 :宅 讐零ま2Fど
もの励みになっている。退所後のアフターケアにも担当職員を置き窓口を明確にして支援を継続す

く改善が求められる点>
・現施設長は、長年教育に携わ り、当施設でも自ら子ども達の養吉 。支援に当た り、福祉と教育の相乗効果が期待される。一

方、養育・支援の質の向上について評価・分析が不十分であるなど、前回第二者評価から後退 している項目が見られる。職員

と協力して、これまで施設が築き上げてきた制度や仕組みを活用 していくことが望まれる。
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子どもの心豊かで健やかな発達を保証 し、自立

り組みや支援の硬直化を防 ぐとともに独善的な

会やフロア会議、職員会議等さまざまな場を通

今回の第二者評価についても、異なった視点か

たちのさらなる支援に繋がるよう活用 します。

ての

、取
委員

ども

た

り り

にじ

ドり

て し| 目の ののし て|

つ し て まてつ し|め 々日 活の 行 すま達成する を動の 行 つ を援支 を 」

の のと力` 々日 の 返 は 勿論 種各ず先 まの と b し よ |つ 振ら自も な な

しし て すまめて 己自 検占 行を 改 警 努
め 子ス と | 受 止ける 察観 イ 真摯アすし |の の 良 運ヽ 営 資b 学 よ


